
○
文
部
科
学
省
訓
令
第
二
十
二
号

文
部
科
学
省
発
注
工
事
請
負
等
契
約
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
三
年
一
月
六
日

改
正

平
成
一
三
、
九
、
一
三
第
六
七
号
。
一
四
、
一
二
、
二
六
第
三
〇
号
。
一
五
、
四
、
一
第
一
一
号
。

平
成
一
五
、
一
二
、
一
七
第
三
一
号
。
一
六
、
三
、
三
一
第
五
号
。
一
八
、
三
、
三
一
第
八
号
。

平
成
二
〇
、
三
、
三
一
第
五
号
。
二
○
、
一
一
、
一
八
第
一
一
号
。
二
一
、
三
、
二
七
第
三
号
。

平
成
二
一
、
六
、
二
第
九
号
。
二
二
、
三
、
二
五
第
三
号
。
二
三
、
三
、
三
一
第
六
号
。

平
成
二
四
、
三
、
三
○
第
七
号
。

文
部
科
学
大
臣

文
部
科
学
省
発
注
工
事
請
負
等
契
約
規
則

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
十
八
条
）

第
二
章

工
事
請
負
契
約
（
第
十
九
条
―
第
二
十
四
条
）

第
三
章

製
造
請
負
契
約
（
第
二
十
五
条
―
第
二
十
七
条
）

第
四
章

物
品
供
給
契
約
（
第
二
十
八
条
・
第
二
十
九
条
）

第
五
章

雑
則
（
第
三
十
条
・
三
十
一
条
）



附
則

第
一
章

総
則

（
趣
旨
）

第
一
条

文
部
科
学
省
所
管
に
お
い
て
発
注
す
る
工
事
若
し
く
は
製
造
の
請
負
契
約
又
は
物
品
の
供
給
契
約
に
つ
い
て
は
、
会
計
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
そ
の
他
の
法
令
又
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
特
別
の
定
め
に
よ
る
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
契
約
担
当
官
等
」
と
は
、
会
計
法
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
契
約
担
当
官
等
を
い
う
。

２

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
電
子
署
名
」
と
は
、
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
百
二
号
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
署
名
を
い
う
。

３

こ
の
訓
令
に
お
い
て
「
電
子
情
報
処
理
組
織
」
と
は
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。

（
一
般
競
争
参
加
者
の
資
格
等
）

第
三
条

予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
。
以
下
「
予
決
令
」
と
い
う
。
）
第
七
十
二
条
第
一
項
及

び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
及
び
資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
、
予
決
令
第
七

十
三
条
の
規
定
に
基
づ
く
一
般
競
争
参
加
者
の
資
格
制
限
の
基
準
、
予
決
令
第
九
十
五
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定



に
基
づ
く
指
名
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
資
格
審
査
の
申
請
の
時
期
、
方
法
等
及
び
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
お

け
る
指
名
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
、
そ
の
審
査
並
び
に
予
決
令
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
指
名
競
争
に

参
加
す
る
者
の
指
名
基
準
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
。

（
入
札
保
証
金
の
納
付
等
の
明
示
）

第
四
条

契
約
担
当
官
等
は
、
一
般
競
争
入
札
の
た
め
の
公
告
を
す
る
と
き
は
、
入
札
保
証
金
（
そ
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
る

担
保
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
部
を
納
め
さ
せ
な
い
場
合
を
除
き
、
当
該
公
告
に
お
い
て
、
当
該
入
札
に
つ
い
て
入
札
保
証

金
を
納
付
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
及
び
当
該
入
札
保
証
金
は
契
約
の
相
手
方
（
会
計
法
第
二
十
九
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
契
約

の
相
手
方
と
す
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
契
約
書
の
取
り
か
わ
し
を
し
な
い
と
き
は
、
国
庫
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
指
名
競
争
入
札
の
た
め
の
公
示
及
び
指
名
通
知
を
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中

「
公
告
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
及
び
指
名
通
知
」
と
、
「
当
該
公
告
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
公
示
及
び
当
該
指
名
通
知
書
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
入
札
保
証
金
の
納
付
手
続
き
）

第
五
条

契
約
担
当
官
等
は
、
一
般
競
争
入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
又
は
指
名
競
争
に
お
け
る
指
名
者
（
以
下
「
競
争
加
入
者

」
と
い
う
。
）
に
入
札
保
証
金
（
入
札
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
場

合
を
除
く
。
）
を
納
付
さ
せ
る
と
き
は
、
入
札
保
証
金
納
付
書
に
入
札
保
証
金
を
添
え
て
、
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



２

契
約
担
当
官
等
は
、
入
札
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
国
債
に
関
す
る
法
律
（
明
治
三
十
九
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の

規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
国
債
又
は
社
債
等
登
録
法
（
昭
和
十
七
年
法
律
第
十
一
号
）
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
地
方
債
で
あ

る
と
き
は
、
競
争
加
入
者
に
当
該
登
録
さ
れ
た
国
債
又
は
地
方
債
に
つ
い
て
質
権
設
定
の
登
録
手
続
き
を
さ
せ
、
か
つ
、
登
録
済

通
知
書
又
は
登
録
済
書
を
、
入
札
保
証
金
納
付
書
に
添
付
し
て
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

契
約
担
当
官
等
は
、
入
札
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
契
約
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
大
蔵
省
令
第
五
十
二
号

）
第
五
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
定
期
預
金
債
権
で
あ
る
と
き
は
競
争
加
入
者
に
質
権
を
設
定
さ
せ
、
当
該
債
権
に
係
る
証
書

及
び
当
該
債
権
に
係
る
債
務
者
で
あ
る
銀
行
又
は
確
実
と
認
め
る
金
融
機
関
の
承
諾
を
証
す
る
確
定
日
付
の
あ
る
書
面
を
入
札
保

証
金
納
付
書
に
添
付
し
て
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

契
約
担
当
官
等
は
、
入
札
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
、
契
約
事
務
取
扱
規
則
第
五
条
第
一
項
第
七
号
に
掲
げ
る
銀
行

又
は
確
実
と
認
め
る
金
融
機
関
の
保
証
書
で
あ
る
と
き
は
、
競
争
加
入
者
に
当
該
保
証
書
を
入
札
保
証
金
納
付
書
に
添
付
し
て
提

出
さ
せ
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
証
を
し
た
銀
行
又
は
確
実
と
認
め
る
金
融
機
関
と
の
間
に
保
証
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

５

契
約
担
当
官
等
は
、
前
四
項
の
規
定
に
よ
る
入
札
保
証
金
及
び
入
札
保
証
金
納
付
書
等
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
調
査
の
う

え
、
競
争
加
入
者
に
こ
れ
を
封
書
に
入
れ
密
封
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の
封
皮
に
、
入
札
保
証
金
が
現
金
で
あ
る
と
き
は
そ
の
金
額
、

入
札
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
国
債
そ
の
他
の
有
価
証
券
等
で
あ
る
と
き
は
有
価
証
券
等
の
種
類
、
有
価
証
券
の
額
面

金
額
の
種
類
ご
と
の
枚
数
及
び
額
面
総
額
又
は
質
権
設
定
金
額
そ
の
他
担
保
の
種
類
に
応
じ
必
要
な
事
項
並
び
に
競
争
加
入
者
の



氏
名
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
又
は
商
号
）
を
明
記
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
札
保
証
金
等
の
還
付
）

第
六
条

契
約
担
当
官
等
は
、
一
般
競
争
入
札
又
は
指
名
競
争
入
札
（
以
下
「
競
争
入
札
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
入
札
保
証
金
を

納
付
さ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
競
争
入
札
が
完
結
し
契
約
の
相
手
方
が
決
定
し
た
と
き
は
、
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者

以
外
の
者
に
対
し
て
は
即
時
に
こ
れ
を
還
付
し
、
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
に
対
し
て
は
当
該
競
争
入
札
に
係
る
契
約
書
を

と
り
か
わ
し
た
後
（
契
約
書
を
作
成
し
な
い
と
き
は
、
契
約
事
項
の
履
行
を
開
始
し
た
後
）
に
こ
れ
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
競
争
執
行
の
日
時
及
び
場
所
）

第
七
条

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
を
執
行
す
る
場
合
に
お
い
て
、
品
質
、
性
能
等
の
同
等
性
の
立
証
を
さ
せ
る
た
め
、
技
術
審
査

を
行
う
た
め
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
入
札
書
の
受
領
最
終
日
時
以
降
に
お
い
て
合
理
的
と
認
め
る
日
時
を
開
札
日
時
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
を
執
行
す
る
場
合
は
、
公
告
又
は
公
示
及
び
指
名
通
知
書
に
示
し
た
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
開
札

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
札
場
の
自
由
入
退
場
の
禁
止
）

第
八
条

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
加
入
者
（
そ
の
代
理
人
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
入
札
執
行
事
務
に
関
係
の
あ
る
職
員
の

外
、
入
札
場
に
入
場
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。



２

契
約
担
当
官
等
は
、
特
に
や
む
を
得
な
い
と
認
め
ら
れ
る
事
情
が
あ
る
場
合
の
外
、
競
争
加
入
者
で
い
っ
た
ん
入
場
し
た
者
の

退
場
を
許
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
競
争
入
札
の
取
り
や
め
等
）

第
九
条

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
加
入
者
が
相
連
合
し
、
又
は
不
穏
の
挙
動
を
す
る
等
の
場
合
で
、
競
争
入
札
を
公
正
に
執
行
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
状
況
に
あ
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
競
争
加
入
者
を
入
札
に
参
加
さ
せ
ず
、
又
は
当
該
競
争
入

札
を
延
期
し
、
若
し
く
は
こ
れ
を
取
り
や
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
入
札
の
執
行
）

第
十
条

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
入
札
を
執
行
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
又
は
記
録
し
た
入
札
書

を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
負
に
付
さ
れ
る
工
事
若
し
く
は
製
造
の
表
示
又
は
供
給
物
品
名

二

入
札
金
額

三

競
争
加
入
者
本
人
の
住
所
、
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
又
は
商
号
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
押
印
又
は
電
子
署

名
四

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
は
、
競
争
加
入
者
本
人
の
住
所
及
び
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
又
は
商
号
及
び
代
表
者

の
氏
名
）
、
代
理
人
で
あ
る
こ
と
の
表
示
並
び
に
当
該
代
理
人
の
氏
名
及
び
押
印
又
は
電
子
署
名

２

契
約
担
当
官
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
競
争
加
入
者
に
、
入
札
書
に
記
載
す
る
事
項
を
訂
正
す
る
場
合
に
は
、
当
該
訂
正
部
分
に



つ
い
て
競
争
加
入
者
が
印
を
押
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

契
約
担
当
官
等
は
、
代
理
人
が
入
札
を
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
競
争
加
入
者
か
ら
代
理
委
任
状
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

４

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
加
入
者
に
入
札
書
を
提
出
さ
せ
る
と
き
は
、
当
該
入
札
書
を
封
書
に
入
れ
密
封
さ
せ
、
か
つ
、
そ
の

封
皮
に
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
又
は
商
号
）
を
明
記
さ
せ
、
当
該
封
書
を
入
札
執
行
の
場
所
に
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
加
入
者
に
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
入
札
書
を
提
出
さ
せ
る
と
き
は
、
前
項
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
入
札
書
を
そ
の
内
容
が
認
知
で
き
な
い
方
法
に
よ
り
、
入
札
執
行
の
場
所
に
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
無
効
の
入
札
書
）

第
十
一
条

契
約
担
当
官
等
は
、
入
札
書
で
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
は
、
こ
れ
を
無
効
の
も
の
と
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

一
般
競
争
の
場
合
に
お
い
て
、
公
告
に
示
し
た
競
争
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
提
出
し
た
入
札
書

二

指
名
競
争
の
場
合
に
お
い
て
指
名
を
し
て
い
な
い
者
の
提
出
し
た
入
札
書

三

前
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
事
項
の
記
載
又
は
記
録
の
な
い
入
札
書

四

前
条
第
一
項
第
三
号
の
事
項
（
住
所
を
除
く
。
）
の
記
載
又
は
記
録
の
な
い
又
は
判
然
と
し
な
い
入
札
書



五

前
条
第
一
項
第
四
号
の
事
項
（
競
争
加
入
者
本
人
の
住
所
を
除
く
。
）
の
記
載
又
は
記
録
の
な
い
又
は
判
然
と
し
な
い
入
札

書
（
記
載
又
は
記
録
の
な
い
又
は
判
然
と
し
な
い
事
項
が
競
争
加
入
者
本
人
の
氏
名
（
法
人
の
場
合
は
、
そ
の
名
称
又
は
商
号

及
び
代
表
者
の
氏
名
）
又
は
代
理
人
で
あ
る
こ
と
の
表
示
で
あ
る
場
合
に
は
、
正
当
な
代
理
で
あ
る
こ
と
が
代
理
委
任
状
そ
の

他
で
確
認
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

六

請
負
に
付
さ
れ
る
工
事
若
し
く
は
製
造
の
表
示
又
は
供
給
物
品
名
に
重
大
な
誤
り
の
あ
る
入
札
書

七

入
札
金
額
の
記
載
又
は
記
録
が
不
明
確
な
入
札
書

八

入
札
金
額
の
記
載
を
訂
正
し
た
も
の
で
そ
の
訂
正
に
つ
い
て
印
の
押
し
て
な
い
入
札
書

九

納
付
し
た
入
札
保
証
金
の
額
が
入
札
金
額
の
百
分
の
五
に
達
し
な
い
場
合
の
当
該
入
札
書

十

公
告
又
は
公
示
及
び
指
名
通
知
に
お
い
て
示
し
た
入
札
書
の
受
領
最
終
日
時
ま
で
に
到
達
し
な
か
っ
た
入
札
書

十
一

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
書

２

契
約
担
当
官
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
競
争
加
入
者
に
、
前
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
入
札
書
が
あ
っ
た
と
き
は
、
無
効
の
も
の

と
し
て
こ
れ
を
処
理
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
落
札
者
の
決
定
）

第
十
二
条

予
定
価
格
以
内
の
価
格
で
、
最
低
の
価
格
の
有
効
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。
た
だ
し
、
国
の
支
払
の
原
因

と
な
る
契
約
の
う
ち
予
決
令
第
八
十
四
条
で
定
め
る
も
の
に
つ
い
て
、
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
の
申
込
み
に
係
る
価

格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る



と
き
、
又
は
そ
の
者
と
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
が
公
正
な
取
引
の
秩
序
を
乱
す
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
っ
て
著
し

く
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
他
の
者

の
う
ち
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
当
該
契
約
の
相
手
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

契
約
担
当
官
等
は
、
落
札
と
な
る
べ
き
同
価
格
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
当
該
入
札
者
に
く
じ

を
引
か
せ
て
落
札
者
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

契
約
担
当
官
等
は
、
前
項
の
同
価
格
の
入
札
を
し
た
者
の
う
ち
、
出
席
し
な
い
者
又
は
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、

入
札
執
行
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
、
こ
れ
に
代
っ
て
く
じ
を
引
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

国
の
所
有
に
属
す
る
財
産
と
国
以
外
の
者
の
所
有
す
る
財
産
と
の
交
換
に
関
す
る
契
約
そ
の
他
そ
の
性
質
又
は
目

的
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
契
約
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
価
格
及
び
そ
の
他
の
条
件
が
国
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
も
の
（
第
一
項
た
だ
し
書
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、

次
に
有
利
な
も
の
）
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

契
約
担
当
官
等
は
、
国
の
所
有
に
属
す
る
財
産
と
国
以
外
の
者
の
所
有
す
る
財
産
と
の
交
換
に
関
す
る
契
約
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
財
産
の
見
積
価
格
の
差
額
が
国
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

契
約
担
当
官
等
は
、
そ
の
性
質
又
は
目
的
か
ら
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
契
約
で
前
号
に
規
定
す
る
も
の
以

外
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
各
省
各
庁
の
長
が
財
務
大
臣
に
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
価
格
そ
の
他
の
条



件
が
国
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
も
の
を
も
っ
て
申
込
み
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
契
約
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
最
低
価
格
の
入
札
者
を
落
札
者
と
し
な
い
場
合
の
基
準
等
）

第
十
三
条

契
約
担
当
官
等
は
、
会
計
法
第
二
十
九
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
予
決
令
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る

契
約
に
つ
い
て
契
約
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
者
の
申
込
み
に
係
る
価
格
に
よ
っ
て
は
、
そ
の
者
に
よ
り
当
該
契
約
の
内
容
に
適
合

し
た
履
行
が
な
さ
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
基
準
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
と
し
、
そ
の
場
合

に
あ
っ
て
は
最
低
価
格
又
は
前
条
第
四
項
に
よ
る
入
札
者
を
直
ち
に
落
札
者
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

工
事
の
請
負
契
約
に
つ
い
て
は
、
競
争
入
札
ご
と
に
予
定
価
格
の
十
分
の
七
か
ら
十
分
の
九
ま
で
の
範
囲
内
で
、
予

定
価
格
算
出
の
基
礎
と
な
っ
た
直
接
工
事
費
、
共
通
仮
設
費
、
現
場
管
理
費
及
び
一
般
管
理
費
等
の
額
に
そ
れ
ぞ
れ
契

約
担
当
官
等
が
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
を
下
廻
る
入
札
価
格
で
あ
っ
た
場
合

二

製
造
請
負
契
約
に
つ
い
て
は
、
予
定
価
格
算
出
の
基
礎
と
な
っ
た
直
接
材
料
費
及
び
直
接
労
賃
を
下
廻
る
入
札
価
格
で
あ
っ

た
場
合

三

そ
の
他
の
請
負
契
約
に
つ
い
て
は
、
予
定
価
格
算
出
の
基
礎
と
な
っ
た
直
接
物
品
費
及
び
直
接
人
件
費
を
下
廻
る
入
札
価
格

で
あ
っ
た
場
合

四

前
各
号
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
競
争
入
札
ご
と
に
、
工
事
の
請
負
契
約
の
場
合
に
お

い
て
は
十
分
の
七
か
ら
十
分
の
九
ま
で
の
範
囲
内
で
、
製
造
そ
の
他
の
請
負
契
約
の
場
合
に
お
い
て
は
二
分
の
一
か

ら
十
分
の
八
ま
で
の
範
囲
内
で
契
約
担
当
官
等
が
定
め
る
割
合
を
当
該
競
争
の
予
定
価
格
に
乗
じ
て
得
た
額
を
下
廻
る
入
札
価



格
で
あ
っ
た
場
合

第
十
四
条

契
約
担
当
官
等
は
、
予
決
令
第
八
十
四
条
に
規
定
す
る
契
約
に
係
る
競
争
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方

と
な
る
べ
き
者
の
申
込
み
に
係
る
価
格
が
、
前
条
の
基
準
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
入
札
価
格
が
次
の

各
号
の
一
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
低
廉
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

入
札
に
付
し
た
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
の
請
負
に
充
て
る
資
材
に
つ
い
て
、
入
札
者
の
取
得
し
た
と
き
の
価
格
が
当
該
工
事

又
は
製
造
そ
の
他
の
請
負
の
入
札
時
の
価
格
よ
り
低
廉
な
こ
と
。

二

入
札
に
付
し
た
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
の
請
負
に
充
て
る
資
材
に
つ
い
て
、
入
札
者
が
他
の
工
事
又
は
製
造
そ
の
他
の
請
負

に
必
要
な
資
材
と
併
せ
て
購
入
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
価
格
が
低
廉
と
な
る
こ
と
。

三

入
札
に
付
し
た
製
造
と
同
種
の
製
造
に
つ
い
て
、
他
か
ら
発
注
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
製
造
を
同
時
に
施
行
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
。

四

契
約
の
履
行
に
あ
た
り
、
入
札
者
が
有
し
て
い
る
技
術
及
び
資
料
等
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
価
格
が
低
廉
と
な
る
こ

と
。

五

入
札
に
付
し
た
工
事
の
施
行
場
所
又
は
そ
の
近
く
に
お
い
て
同
種
の
工
事
を
施
行
中
又
は
施
工
済
で
あ
っ
て
、
当
該
工
事
に

係
る
器
材
を
転
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
契
約
担
当
官
等
が
認
め
る
特
別
の
理
由
が
あ
る
こ
と
。

２

契
約
担
当
官
等
は
、
前
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
こ
と
に
よ
り
入
札
価
格
が
低
廉
と
な
っ
た
も
の
と
認
め
る
場
合
に
は
、
契
約



の
内
容
に
適
合
し
た
履
行
が
な
さ
れ
る
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
契
約
書
の
作
成
及
び
契
約
保
証
金
の
納
付
時
期
）

第
十
五
条

契
約
担
当
官
等
は
、
競
争
入
札
を
執
行
し
、
契
約
の
相
手
方
が
決
定
し
た
と
き
は
、
契
約
の
相
手
方
と
し
て
決
定
し
た

日
か
ら
七
日
以
内
（
契
約
の
相
手
方
が
遠
隔
地
に
あ
る
等
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
合
理
的
と
認
め
る
期
間
）
に
、
契
約
の
相

手
方
と
契
約
書
の
取
り
か
わ
し
（
予
決
令
第
百
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
契
約
書
の
作
成
を
省
略
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
契
約
事
務
取
扱
規
則
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
請
書
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
書
面
（
以
下
「
請
書
等
」
と
い
う
。
）
の
徴

取
）
を
し
、
及
び
会
計
法
第
二
十
九
条
の
九
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
契
約
保
証
金
（
そ
の
納
付
に
代
え
て
提
供
さ
れ
る

担
保
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
全
部
を
納
め
さ
せ
な
い
場
合
を
除
き
、
契
約
の
相
手
方
に
契
約
保
証
金
を
納
付
さ
せ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

契
約
担
当
官
等
は
、
随
意
契
約
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
契
約
に
つ
い
て
契
約
書
を
作
成
す
る
と
き
、
又
は
契
約
保
証
金

を
納
付
さ
せ
る
と
き
は
、
直
ち
に
、
契
約
の
相
手
方
と
契
約
書
の
取
り
か
わ
し
を
し
、
又
は
契
約
の
相
手
方
に
契
約
保
証
金
を
納

付
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
契
約
保
証
金
の
納
付
手
続
き
）

第
十
六
条

契
約
担
当
官
等
は
、
契
約
の
相
手
方
に
契
約
保
証
金
を
納
付
さ
せ
る
と
き
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め

る
手
続
き
を
さ
せ
、
当
該
各
号
の
領
収
証
書
等
を
契
約
保
証
金
納
付
書
に
添
え
て
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

契
約
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
も
の
が
現
金
で
あ
る
と
き
は
、
契
約
の
相
手
方
に
、
保
管
金
払
込
事
務
等
取
扱
規
程
（
昭



和
二
十
六
年
大
蔵
省
令
第
三
十
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
り
当
該
現
金
を
日
本
銀
行
に
振
り
込
ま
せ
、
か
つ
、
保
管
金
取
扱
規

程
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
五
号
）
第
五
条
第
二
項
の
手
続
き
を
さ
せ
、
保
管
金
領
収
証
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

二

契
約
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
、
国
債
（
国
債
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
国
債
を
除
く
。
）
、

予
決
令
第
百
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
令
第
七
十
八
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
並
び
に
契

約
事
務
取
扱
規
則
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
同
規
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
有
価
証
券
（
社
債
等
登
録
法
の
規
定
に
よ
り
登
録
さ
れ
た
地
方
債
を
除
く
。
）
で
あ
る
と
き
は
、
契
約
の
相
手
方

に
、
政
府
保
管
有
価
証
券
取
扱
規
程
（
大
正
十
一
年
大
蔵
省
令
第
八
号
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
有
価
証
券
を
日
本
銀

行
に
払
い
込
ま
せ
、
か
つ
、
同
規
程
第
七
条
の
手
続
き
を
さ
せ
政
府
保
管
有
価
証
券
払
込
済
通
知
書
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

三

契
約
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
、
登
録
さ
れ
た
国
債
又
は
地
方
債
で
あ
る
と
き
は
、
契
約
の
相
手
方
に
当
該
登
録

さ
れ
た
国
債
又
は
地
方
債
に
つ
い
て
質
権
設
定
の
登
録
手
続
き
を
さ
せ
、
か
つ
、
登
録
済
通
知
書
又
は
登
録
済
書
を
提
出
さ
せ

る
こ
と
。

四

契
約
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
、
予
決
令
第
百
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
令
第
七
十
八
条
第
一
項
第
三

号
並
び
に
契
約
事
務
取
扱
規
則
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
同
規
則
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
第
四
号
及

び
第
五
号
に
掲
げ
る
有
価
証
券
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
有
価
証
券
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
。

五

契
約
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
契
約
事
務
取
扱
規
則
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
同
規
則
第
五
条
第
一
項
各
号

に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
第
六
号
に
掲
げ
る
定
期
預
金
債
権
で
あ
る
と
き
は
、
質
権
を
設
定
さ
せ
、
当
該
債
権
に
係
る
証
書
及
び



当
該
債
権
に
係
る
債
務
者
で
あ
る
銀
行
又
は
確
実
と
認
め
る
金
融
機
関
の
承
諾
を
証
す
る
確
定
日
付
の
あ
る
書
面
を
提
出
さ
せ

る
こ
と
。

六

契
約
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
、
契
約
事
務
取
扱
規
則
第
十
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
同
規
則
第
五
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
も
の
の
う
ち
第
七
号
に
掲
げ
る
銀
行
又
は
確
実
と
認
め
る
金
融
機
関
の
保
証
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
保
証
を
証
す

る
書
面
を
提
出
さ
せ
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
証
を
し
た
銀
行
又
は
確
実
と
認
め
る
金
融
機
関
と
の
間
に
保
証
契
約
を
締
結
す
る

こ
と
。

七

契
約
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
せ
る
担
保
が
、
契
約
事
務
取
扱
規
則
第
十
六
条
第
二
号
に
掲
げ
る
公
共
工
事
の
前
払
金
保
証
事

業
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
四
号
）
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
保
証
事
業
会
社
（
以
下
「
保
証
事
業

会
社
」
と
い
う
。
）
の
保
証
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
保
証
を
証
す
る
書
面
を
提
出
さ
せ
、
遅
滞
な
く
、
当
該
保
証
を
し
た
保
証

事
業
会
社
と
の
間
に
保
証
契
約
を
締
結
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
四
号
の
場
合
に
お
い
て
、
契
約
担
当
官
等
は
、
契
約
上
の
義
務
履
行
前
に
契
約
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
れ
た
小
切
手
が

そ
の
提
示
期
間
を
経
過
す
る
こ
と
と
な
り
又
は
契
約
保
証
金
と
し
て
納
付
さ
れ
た
手
形
が
そ
の
満
期
に
な
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、

関
係
の
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
に
連
絡
し
、
当
該
歳
入
歳
出
外
現
金
出
納
官
吏
を
し
て
そ
の
取
立
て
及
び
当
該
取
立
て
に
係

る
現
金
の
保
管
を
さ
せ
、
又
は
当
該
小
切
手
若
し
く
は
手
形
に
代
わ
る
契
約
保
証
金
を
納
付
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
履
行
保
証
保
険
契
約
）

第
十
七
条

契
約
担
当
官
等
は
、
契
約
の
相
手
方
が
保
険
会
社
と
の
間
に
国
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
結
ん
だ
場



合
に
は
、
当
該
契
約
に
係
る
保
険
証
券
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

（
公
共
工
事
履
行
保
証
証
券
）

第
十
八
条

契
約
担
当
官
等
は
、
契
約
の
相
手
方
が
公
共
工
事
履
行
保
証
証
券
に
よ
る
保
証
を
付
す
る
場
合
に
は
、
当
該
保
証
を
証

す
る
証
券
を
提
出
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

第
二
章

工
事
請
負
契
約

（
工
事
請
負
契
約
基
準
）

第
十
九
条

契
約
担
当
官
等
は
、
工
事
に
関
す
る
請
負
契
約
（
以
下
「
工
事
請
負
契
約
」
と
い
う
。
）
を
結
ぶ
場
合
は
、
契
約
の
履

行
に
つ
い
て
別
記
第
一
号
の
工
事
請
負
契
約
基
準
（
以
下
「
工
事
請
負
契
約
基
準
」
と
い
う
。
）
を
内
容
と
す
る
契
約
を
結
ば
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
こ
れ
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
部
分
を
除
外
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

契
約
担
当
官
等
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
工
事
請
負
契
約
基
準
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て

契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

（
契
約
書
）

第
二
十
条

契
約
担
当
官
等
は
、
工
事
請
負
契
約
の
契
約
書
（
以
下
こ
の
章
中
に
お
い
て
「
契
約
書
」
と
い
う
。
）
を
作
製
す
る
場

合
は
、
契
約
事
項
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
負
に
付
す
る
工
事
の
表
示



二

請
負
代
金
額

三

施
工
場
所

四

着
工
時
期

五

完
成
期
限

六

完
成
通
知
書
の
送
付
先

七

請
負
代
金
の
支
払
を
す
べ
き
回
数

八

前
金
払
を
す
べ
き
金
額
及
び
時
期
並
び
に
当
該
前
金
払
を
し
た
も
の
の
使
途
及
び
当
該
使
途
以
外
の
使
途
に
使
用
禁
止
の
特

約
（
前
金
払
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）

九

請
負
代
金
（
部
分
払
金
及
び
前
払
金
を
含
む
。
）
の
請
求
書
送
付
先

十

契
約
保
証
金
の
額
（
契
約
の
相
手
方
が
保
険
会
社
と
の
間
に
国
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
す
る
場
合

及
び
公
共
工
事
履
行
保
証
証
券
に
よ
る
保
証
を
付
す
る
場
合
は
そ
の
こ
と
の
表
示
、
又
は
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
い
場
合
に

あ
っ
て
は
そ
の
旨
の
表
示
）

十
一

工
事
の
目
的
物
又
は
工
事
材
料
に
つ
い
て
の
火
災
保
険
そ
の
他
の
保
険
の
契
約
に
関
す
る
事
項
（
保
険
契
約
を
さ
せ
る
場

合
に
限
る
。
）

十
二

工
事
請
負
契
約
基
準
に
よ
る
べ
き
旨
の
表
示

十
三

契
約
に
関
す
る
紛
争
の
処
理
方
法



十
四

契
約
書
記
載
外
事
項
の
処
理
方
法

十
五

そ
の
他
工
事
請
負
契
約
に
関
し
必
要
な
事
項

（
工
事
費
内
訳
明
細
書
及
び
工
程
表
）

第
二
十
一
条

契
約
担
当
官
等
は
、
工
事
請
負
契
約
を
結
ん
だ
と
き
は
、
当
該
契
約
を
結
ん
だ
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
受
注
者
か

ら
工
事
費
内
訳
明
細
書
及
び
工
程
表
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
契
約
担
当
官
等
が
必
要
と
認
め
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

（
工
事
既
済
部
分
価
格
内
訳
書
）

第
二
十
二
条

契
約
担
当
官
等
は
、
工
事
の
既
済
部
分
に
つ
い
て
、
契
約
に
基
づ
き
部
分
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ

め
、
受
注
者
か
ら
工
事
既
済
部
分
価
格
内
訳
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
天
災
等
に
よ
る
損
害
負
担
の
場
合
の
文
部
科
学
大
臣
の
承
認
）

第
二
十
三
条

契
約
担
当
官
等
は
、
工
事
請
負
契
約
基
準
第
二
十
九
第
四
項
に
よ
り
、
天
災
そ
の
他
の
不
可
抗
力
に
よ
り
、
請
負
の

目
的
物
又
は
工
事
の
既
済
部
分
が
滅
失
毀
損
し
生
じ
た
損
害
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
と
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
大

臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

契
約
担
当
官
等
は
、
前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
損
害
を
負
担
し
よ
う
と
す
る
理
由
、
負
担
し
よ
う
と
す
る
金

額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
承
認
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
損
害
が
受
注
者
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る



か
ど
う
か
そ
の
他
諸
般
の
事
情
を
検
討
し
、
必
要
が
あ
る
も
の
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
損
害
の
一
部
を
負
担
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、
こ
れ
を
承
認
す
る
も
の
と
す
る
。

（
公
共
工
事
の
請
負
代
金
の
前
金
払
の
制
限
）

第
二
十
四
条

契
約
担
当
官
等
は
、
保
証
事
業
会
社
の
保
証
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
も
、
請
負
代
金
に
つ
い
て
前
金
払
を
す
る
こ
と

が
特
に
必
要
又
は
国
に
有
利
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
外
、
前
金
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

契
約
担
当
官
等
は
、
前
項
の
前
金
払
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
受
注
者
か
ら
保
証
事
業
会
社
の
前
払
金
の
保
証
契
約
証
書
を

提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
三
章

製
造
請
負
契
約

（
製
造
請
負
契
約
基
準
）

第
二
十
五
条

契
約
担
当
官
等
は
、
製
造
に
関
す
る
請
負
契
約
（
以
下
「
製
造
請
負
契
約
」
と
い
う
。
）
を
結
ぶ
場
合
は
、
契
約
の

履
行
に
つ
い
て
別
記
第
二
号
の
製
造
請
負
契
約
基
準
（
以
下
「
製
造
請
負
契
約
基
準
」
と
い
う
。
）
を
内
容
と
す
る
契
約
を
結
ば

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
こ
れ
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
部
分
を
除
外
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２

契
約
担
当
官
等
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
製
造
請
負
契
約
基
準
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
契

約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

（
契
約
書
）



第
二
十
六
条

契
約
担
当
官
等
は
、
製
造
請
負
契
約
の
契
約
書
（
以
下
こ
の
章
中
に
お
い
て
「
契
約
書
」
と
い
う
。
）
を
作
製
す
る

場
合
は
、
契
約
事
項
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

請
負
に
付
す
る
製
造
の
表
示

二

請
負
代
金
額

三

製
造
の
引
渡
場
所

四

実
施
場
所

五

着
手
時
期

六

製
造
完
成
期
限

七

製
造
完
成
通
知
書
の
送
付
先

八

請
負
代
金
の
支
払
を
す
べ
き
回
数

九

前
金
払
を
す
べ
き
金
額
及
び
時
期
（
前
金
払
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）

十

請
負
代
金
（
部
分
払
金
及
び
前
払
金
を
含
む
。
）
の
請
求
書
送
付
先

十
一

契
約
保
証
金
の
額
（
契
約
の
相
手
方
が
保
険
会
社
と
の
間
に
国
を
被
保
険
者
と
す
る
履
行
保
証
保
険
契
約
を
締
結
す
る
場

合
は
そ
の
こ
と
の
表
示
又
は
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
の
表
示
）

十
二

製
造
請
負
契
約
基
準
に
よ
る
べ
き
旨
の
表
示

十
三

契
約
に
関
す
る
紛
争
の
処
理
方
法



十
四

契
約
書
記
載
外
事
項
の
処
理
方
法

十
五

そ
の
他
製
造
請
負
契
約
に
関
し
必
要
な
事
項

（
製
造
費
内
訳
書
）

第
二
十
七
条

契
約
担
当
官
等
は
、
製
造
請
負
契
約
を
結
ん
だ
と
き
は
、
当
該
契
約
を
結
ん
だ
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
製
造
請
負

契
約
の
相
手
方
か
ら
製
造
費
内
訳
書
を
提
出
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
契
約
担
当
官
等
が
必
要
と
認
め
な
い
場
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
章

物
品
供
給
契
約

（
物
品
供
給
契
約
基
準
）

第
二
十
八
条

契
約
担
当
官
等
は
、
物
品
の
供
給
に
関
す
る
契
約
（
以
下
「
物
品
供
給
契
約
」
と
い
う
。
）
を
結
ぶ
場
合
は
、
契
約

の
履
行
に
つ
い
て
別
記
第
三
号
の
物
品
供
給
契
約
基
準
（
以
下
「
物
品
供
給
契
約
基
準
」
と
い
う
。
）
を
内
容
と
す
る
契
約
を
結

ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
こ
れ
に
よ
り
難
い
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
部
分
を
除
外
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

２

契
約
担
当
官
等
は
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
物
品
供
給
契
約
基
準
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
契

約
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

（
契
約
書
）

第
二
十
九
条

契
約
担
当
官
等
は
、
物
品
供
給
契
約
の
契
約
書
（
以
下
こ
の
章
中
に
お
い
て
「
契
約
書
」
と
い
う
。
）
を
作
製
す
る



場
合
は
、
契
約
事
項
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

供
給
物
品
の
表
示

二

代
金
額

三

納
入
場
所

四

納
入
期
限

五

納
品
書
の
送
付
先

六

代
金
の
支
払
を
す
べ
き
回
数

七

前
金
払
を
す
べ
き
金
額
及
び
時
期
（
前
金
払
を
す
る
場
合
に
限
る
。
）

八

代
金
（
部
分
払
金
及
び
前
金
払
を
含
む
。
）
の
請
求
書
送
付
先

九

契
約
保
証
金
の
額
（
契
約
保
証
金
を
納
付
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
旨
の
表
示
）

十

契
約
に
関
す
る
紛
争
の
処
理
方
法

十
一

物
品
供
給
契
約
基
準
に
よ
る
べ
き
旨
の
表
示

十
二

契
約
書
記
載
外
事
項
の
処
理
方
法

十
三

そ
の
他
物
品
供
給
契
約
に
関
し
必
要
な
事
項

第
五
章

雑
則

（
署
名)



第
三
十
条

こ
の
訓
令
に
よ
り
記
名
し
て
印
を
押
す
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
署
名
を
も
っ
て
こ
れ

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
施
行
上
必
要
な
事
項
の
定
め
）

第
三
十
一
条

こ
の
訓
令
の
施
行
上
必
要
な
事
項
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
文
部
科
学
省
大
臣
官
房
会
計
課
長
が
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
実
施
す
る
。

２

文
部
省
発
注
工
事
請
負
等
契
約
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
十
月
二
十
日
文
部
省
訓
令
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則
（
平
成
十
三
年
九
月
十
三
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
六
十
七
号
）

こ
の
訓
令
は
、
制
定
の
日
か
ら
実
施
し
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附

則
（
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
六
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
三
十
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
一
月
六
日
か
ら
実
施
す
る
。

２

実
施
日
前
に
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
入
札
の

公
告
を
し
た
一
般
競
争
又
は
同
令
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
名
の
通
知
を
し
た
指
名
競
争
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
十
五
年
四
月
一
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
一
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
。



２

実
施
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
十
五
年
十
二
月
十
七
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
三
十
一
号
）

こ
の
訓
令
は
、
制
定
日
か
ら
実
施
す
る
。

附

則
（
平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
五
号
）

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
八
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

実
施
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
五
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
（
次
項
に
お
い
て
「
実
施
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２

実
施
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
十
年
十
一
月
十
八
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
十
一
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

施
行
日
前
に
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
公
告
を

し
た
一
般
競
争
又
は
同
令
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
を
し
た
指
名
競
争
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。



附

則
（
平
成
二
十
一
年
三
月
二
十
七
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
三
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

施
行
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
九
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
六
月
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

施
行
日
前
に
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
第
七
十
四
条
に
規
定
す
る
公
告
を

し
た
一
般
競
争
又
は
同
令
第
九
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
通
知
を
し
た
指
名
競
争
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
十
二
年
三
月
二
十
五
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
三
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

施
行
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
六
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

施
行
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附

則
（
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
文
部
科
学
省
訓
令
第
七
号
）

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



２

施
行
日
前
に
締
結
し
た
契
約
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。


